
学校図書館充実事業について

学習指導要領では、各教科等の指導を通じて子どもたちの思考力・判断力・表現力等

をはぐくむ観点から、言語に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る

上で必要な子どもたちの言語活動の充実を図ることを重視しています。そのために、各

教科等において学校図書館を計画的に活用した教育活動を一層推進することが求められ

ています。

本事業では、研究指定校において、学校図書館を活用した授業づくりを通して、学習

・情報センターとして学校図書館を充実させ、図書を通して調べたり、考えたりする力を

身に付けさせること、図書に親しみをもつことにつながるよう、平成２４年度から研究指

定校が研究に取り組んでいます。

１ 事業の趣旨

研究指定校において、教員と学校図書館職員が連携して学校図書館を活用した授業づ

くりに取り組み、教員と学校図書館職員の資質向上を図るとともに、学習・情報センタ

ーとして学校図書館を充実させ、研究成果を県内に普及する。

２ 事業概要

（１）指定校・指定期間

平成２４～２５年度 板倉町立東小学校

平成２６～２７年度 前橋市立朝倉小学校

高崎市立乗附小学校

（２）事業内容

①教員と学校図書館職員との連携の強化

・校内の学校図書館運営に関する体制を整える。

・各教科等の年間指導計画に基づいた資料の準備、提供を行う。

・学校図書館を活用した各教科等の授業づくりを行う。

②授業で活用できる図書館の整備

・県立図書館、公共図書館との連携を図る。

・教員に対する図書の紹介を積極的に行う。

・授業に対応した図書配架等を工夫する。

③当該校の読書活動に関わる課題を解決するための実践



・学ぶ場としての環境づくり
・教師への情報提供
・参考資料の準備計画
・他機関との連携
・授業で使う図書の購入
・授業での読み聞かせや
図書の紹介 等

・学校図書館教育全体計画
の作成

・各教科等の年間指導計画
における学校図書館活用
の位置付け確認

・学校図書館活用年間計画
の作成

・授業計画の提案
・図書準備の依頼
・授業実践
・授業実践例の収集
・教師への周知 等

学校図書館充実事業

司書教諭・図書主任・
各教科等担当

学校図書館職員

教員の資質向上

授業づくり
連携強化

学習・情報センターとしての学校図書館の充実

支援・アドバイス

授業への協力依頼

学校図書館職員の
資質向上

学校図書館を利用した授業改善

・図書のセット貸出し
・出前講座
・研修 等

・図書の相互貸与 等
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公開授業・研究成果の公表


